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この特集に関するお問い合わせは，市民協働推進課60 -1809へ

　情報公開条例に基づき，市が持っている情報（行政文書）を市民が閲覧したり，複写したりする権利を保障する制度です。行政文書は，原則と

して公開（開示）が義務付けられています。市民の皆さんは，この制度を利用し，市政のさまざまな情報を得ることができます。

請求から開示の流れ

情報公開利用状況（平成 19 年度行政文書開示状況）

市政資料コーナーをご利用ください

CIM=Civ i l  In format ion  Min imum

●市報で毎月 15 日号に掲載（今号は 5 頁）

　市民の皆さんに知ってほしい最小限の情報を，身近な題材の中から，

市内在住のライターが分かりやすく書いています。情報公開条例施行

とともに平成4年から続いている，武蔵野市ならではの取り組みです。

健康・福祉
地域包括支援センター　住み慣れたまちで，いつまでも
自分らしく生活するために

11/15号

子ども・

教育

「子育ての悩みや不安は，気軽に相談してみてください！」
教育支援センターは保護者と一緒に考える所です

2 /15 号

緑・環境・

市民生活

新エネルギー利用の推進　～地球温暖化防止のために～ 4 /15 号

グリーンパートナー？　 よりよい環 境 を心 がけている会
社や商店です

6 /15 号

遊んで！学んで！くつろいで！　
～特色ある公園づくり～

9 /15 号

あなたのワンちゃんは，みんなに可愛いがられていますか？ 10 /15号

都市基盤

水道事業　武蔵野のおいしい水をあなたに！ 7 /15 号

もっとステキな街に！　吉祥寺グランドデザインー商業，
居住地，自然環境，歴史・文化

8 /15 号

観光推進計画　～いらっしゃいませ，武蔵野へ！～ 1 /15 号

吉祥寺方式による荷捌
さ ば

き対策　

荷捌
さ ば

き車両のいないまちづくり
3 /15 号

行・財政
武蔵野市専門委員　専門知識を市政に生かして 5 /15 号

武蔵野市らしい「新たな行政経営に向けて」市民とともに 12/15号

①市政資料コーナーでは見ることができない行政文書を開示してほ

しいときは，情報公開コーナーでご相談ください。

②情報公開コーナーに開示請求書を提出します。自分の情報につい

て知りたいときは，運転免許証などで本人確認をさせていただき

ます。

③希望される行政文書の全部または一部について開示が認められた

ときは，開示される範囲の内容をご覧いただけます。写しの交付や

郵送を希望されるときは，実費の支払いが必要です。

④希望される行政文書について，開示が認められないことがありま

す。このときは，開示が認められない理由をお知らせします。

⑤開示が認められない理由に納得できないときは，開示が認められ

ない理由を示した文書を受け取った日の翌日から 60 日以内に，不

服申し立てをすることができます。

平成 19 年度　市報掲載内容

利用状況

コーナー利用者 6080人

有償

刊行物

購入者 580人

頒布数 834部

コピー

サービス

利用者 3446人

枚数 3万1261枚

有償刊行物の頒布数

刊行物名 累計

市内案内図（1 /7000 地図  菊判  100 円） 228 部

武蔵野都市計画図（1 /6000  四六判  800 円） 227 部

武蔵野市史（A5 判・B5 判  400 円～ 4700 円） 52 部

玉川上水をあるく（B6 判  100 円） 29 部

予算書・予算説明書 ( A4 判  600 円） 16 部

市勢統計（A4 判  300 円） 15 部

武蔵野市地域生活環境指標
（冊子 A4 判 5000 円・C D - R O M700 円）

13 部

情報公開事務の手引（A4 判  100 円） 9 部

武蔵野市女性史（上・下）（A5 判  2100 円） 7 部

武蔵野市民版「武蔵野」
（国木田独歩著  A6 判  500 円）

6 部

その他 232 部

計 834 部

閲覧者の利用資料（目的別）

　市が発行した資料・刊行物・

報告書をはじめ，都や国の刊行

物・法規・辞典・官報など各種資

料を自由に閲覧でき，また，備

え付けのパソコンでインター

ネット検索ができます。有償刊

行物の販売や資料の頒布，コ

ピーサービスなども行ってい

ます。

情報公開利用状況

開示請求の対象

となる行政文書

を保有する機関

（実施機関）

請求 決定内容（件） 不服申立て

件数
延べ
人数

全部
開示

一部
開示

非開示
（うち文書不存在）

件数
延べ
人数

市長部局 233 83 72 136 26（21） 2 2

教育委員会 3 1 1 0 2（  2） 0 0

選挙管理委員会 17 3 1 14 2（  1） 0 0

監査委員 10 1 4 6 0 0 0

農業委員会 1 1 0 0 1（  1） 0 0

議会 6 1 0 6 0 0 0

計 270 90 78 162 31（25） 2 2

請求者 延べ人数

市内在住者 36

市内法人など 13

市内在勤者 3

市内在学者 0

市事業との

利害関係者
2

その他 36

計 90

延べ人数内訳（計 90 人）

情報公開コーナーで

開示請求

市長など8実施機関で請求内容確認

開 示 一部開示・非開示

不服申し立て 納 得

情報公開・個人情報保護審査会が審 議

市長など8実施機関で

審査会の答申を尊重して決 定

平成 19 年度市政資料コーナーの利用実績

目的別分類 件数

行政一般 1992

財政・税金 278

健康・福祉 48

産業・消費者 48

環境・公害 43

建設・都市基盤 218

教育文化・スポーツ 55

女性問題 19

議会 42

計 2743

緑化環境

センター
環境政策課
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民
協
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情報公開コーナー
市政資料コーナー

案内図（西棟 7 階）

情報公開制度，その他情報公開の推進に関することについて

は，情報公開委員が審議し，実施機関に意見を述べます。委員

は公募委員2名を含む7名で，委員会は原則として公開です。

情報

公開

委員会

実施機関と請求件数

請求件数
270 件

（平成 19 年度）

 （市長部局  233 件）

　実施機関とは，情報公開条例に定められ

た開示請求の対象となる行政文書を保有

する機関で，地方自治法上の執行機関（市

長，行政委員会など）および議事機関（議会）

のうちの8機関のことをいいます。

一部開示および非開示の理由（1 件で複数理由の該当あり）

理由 件数

①法令秘情報 法令などにより公にできない情報 3

②個人情報 個人を識別できる情報 91

③事業活動情報
法人などの地位が損なわれると
認められる情報

158

④犯罪の予防などに関する情報 公共の安全などに支障が生ずる情報 1

⑤審議，検討または

　協議に関する情報

行政内部の意思決定の過程にあ
る情報

15

⑥行政運営情報 行政運営に支障を及ぼす情報 23

⑦任意提供情報 公にしない条件で提供された情報 5

⑧文書不存在 25

8

 企画政策室 5 件

 総務部 1 件

 財務部 4 件

 環境生活部 25 件

 健康福祉部 39 件

 都市整備部 159 件

 監査委員 10 件
 選挙管理委員会 17 件

 教育委員会 3 件
 議会  6 件

 農業委員会 1 件

市民
の

市政
参加


